


一
五

　
　

は
じ
め
に

　

こ
の
史
料
は
北
部
九
州
真
宗
寺
院
文
化
財
調
査
（
筑
紫
女
学
園
大
学
）
の
中
で
見

い
だ
さ
れ
た
、
西
蓮
寺
（
筑
紫
野
市
萩
原
）
所
蔵
の
「
宝
暦
十
三
年
未
ノ
六
月
十
四

日　

指
上
申
願
書
口
上
書
覚　

写
」（
以
下
「
願
書
口
上
書
覚
」
と
す
る
）
で
あ
る
。

　

宝
暦
十
二
（
一
七
六
二
）
年
に
筑
前
国
御
笠
郡
萩
原
村
西
蓮
寺
の
門
徒
小
四
郎

と
利
七
が
「
仏
法
ニ
立
入
、
農
業
不
心
掛
」「
御
政
道
筋
不
埒
」
と
い
う
理
由
で
遠

島
刑
と
な
っ
た
時
の
当
事
者
を
含
む
関
係
者
が
記
し
た
願
書
や
口
上
書
の
写
し
を

綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
処
分
に
つ
い
て
の
全
体
的
な
概
要
を
知
り
得
る
貴
重
な
史

料
で
あ
る
。

　

筑
前
国
に
お
け
る
宝
暦
期
は
享
保
の
大
飢
饉
か
ら
国
を
立
て
直
し
て
い
く
上
で

諸
改
革
が
行
わ
れ
た
重
要
な
時
期
で
あ
り
、
農
民
政
策
に
も
そ
の
後
の
国
政
の
土

台
と
な
っ
て
い
く
改
革
が
断
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
期
に
真
宗
門
徒
農
民
が
遠

島
刑
に
処
さ
れ
た
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
、
時
代
背
景
を
明
ら
か

に
し
な
が
ら
、
事
件
の
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
き
た
い
。

　
　

処
分
の
経
緯

　

萩
原
村
小
四
郎
と
山
口
村
利
七
は
最
初
か
ら
遠
島
刑
に
処
さ
れ
て
は
い
な
い
。

宝
暦
十
二
年
十
二
月
に
上
古
賀
村
大
庄
屋
利
兵
衛
が
出
し
た
「
証
拠
」
に
は
「
右

之
者
共
後
生
相
願
、
百
生
之
本
意
ヲ
失
、
耕
作
筋
御
年
貢
公
役
等
麁
抹
致
、
御
郡

中
風
俗
之
妨
相
成
候
付
、
右
之
人
柄
御
寺
へ
進
申
候
、
御
勝
手
次
第
、
御
弟
子
ニ

可
被
成
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
寺
に
弟
子
と
し
て
預
け
る
と
い
う
処

分
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
時
点
で
寺
社
奉
行
森
源
太
夫
か
ら
問
い
合
わ
せ
を
う
け
た
郡
奉
行
永
田
伊

左
衛
門
（
伊
右
衛
門
と
も
出
て
く
る
が
伊
左
衛
門
が
正
し
い
）
が
、
二
人
の
処
分
理
由
な

ど
を
述
べ
て
回
答
し
て
い
る
。
そ
の
文
書
で
は
二
人
を
寺
の
弟
子
に
す
る
こ
と
は

難
し
い
こ
と
な
の
で
、
二
人
が
改
心
を
し
て
自
分
に
願
い
出
る
な
ら
ば
、
処
分
を

撤
回
し
て
も
い
い
と
い
う
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
僧
侶
の
門
徒
に
対
す
る
教

化
が
よ
く
な
い
の
で
こ
の
よ
う
な
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
認
識

を
示
し
て
い
る
（
十
二
月
二
十
三
日
付
け
）。

（
史
料
紹
介
）
宝
暦
年
間
筑
前
に
お
け
る
真
宗
門
徒
農
民
の
遠
島
処
分
に
つ
い
て
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六

　

ま
た
同
年
十
二
月
二
十
一
日
に
大
庄
屋
利
兵
衛
か
ら
呼
び
出
し
を
う
け
た
願

応
寺
（
当
時
西
蓮
寺
は
無
住
で
あ
っ
た
の
で
願
応
寺
が
掛
け
持
ち
し
て
い
た
・
筑
紫
野
市
山
口
）

の
口
上
書
（
宝
暦
十
三
年
一
月
十
三
日
付
け
）
に
よ
れ
ば
、
二
人
の
処
分
理
由
を
告
げ

ら
れ
、
寺
の
弟
子
に
す
る
よ
う
に
と
の
「
御
当
職
」
の
「
御
意
」
で
あ
る
と
伝
え
ら

れ
た
。
同
寺
は
翌
二
十
二
日
に
御
笠
郡
の
触
次
寺
院
で
あ
っ
た
栄
法
寺
（
筑
紫
野
市

武
蔵
）に
対
応
に
つ
い
て
相
談
し
て
い
る
。
そ
の
後
大
庄
屋
宅
へ
赴
き
、「
御
当
職
」

（
藩
政
の
責
任
者
）
か
ら
の
意
向
で
あ
れ
ば
そ
の
旨
の
書
状
を
い
た
だ
き
た
い
と

願
い
出
る
と
、
そ
れ
は
「
御
当
職
」
で
は
な
く
郡
奉
行
永
田
伊
左
衛
門
の
意
向
で

あ
る
と
前
日
の
説
明
を
翻
し
た
。
し
か
し
、
郡
奉
行
永
田
が
寺
社
奉
行
森
源
太
夫

に
回
答
し
た
内
容
と
も
食
い
違
う
。
大
庄
屋
利
兵
衛
が
画
策
し
て
い
る
様
子
が
う

か
が
わ
れ
る
。

　

こ
の
願
応
寺
の
口
上
書
で
注
目
す
べ
き
内
容
は
、
大
庄
屋
利
兵
衛
が
立
明
寺
村

惣
五
ほ
か
四
人
を
呼
び
出
し
、
小
四
郎
や
利
七
の
よ
う
に
ほ
か
の
者
を
誘
っ
て
寺

参
り
を
す
る
と
遠
島
に
処
す
と
言
い
渡
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

宝
暦
十
三
年
一
月
三
日
に
は
小
四
郎
、
利
七
は
村
の
斗
蔵
に
拘
留
さ
れ
た
。
蔵

は
昼
夜
二
人
体
制
で
監
視
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
同
二
月
に
小
四
郎
、
利
七
へ
の
取
調
や
、
旦
那
寺
で
あ
る
願
応
寺
へ

の
聴
取
が
進
み
、「
仏
法
ニ
立
入
候
故
、
御
政
道
筋
麁
略
」
と
い
う
実
態
は
な
い

こ
と
、僧
侶
の
門
徒
教
化
に
つ
い
て
も
不
審
な
点
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。よ
っ

て
こ
れ
ま
で
の
二
人
に
対
す
る
処
分
は
大
庄
屋
利
兵
衛
の
「
了
簡
違
ニ
て
間
違
」

と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
大
庄
屋
利
兵
衛
は
小
四
郎
と
利
七
の

二
人
に
処
分
の
撤
回
を
言
い
渡
し
た
が
、そ
の
際
触
下
の
庄
屋
中
に
対
し
て
は「
已

後
仏
参
等
仕
候
者
ハ
遠
嶋
、
或
ハ
改
宗
な
ど
可
申
付
」
と
通
達
し
た
と
い
う
（
宝

暦
十
三
年
二
月　

御
笠
組
一
派
中
よ
り
触
頭
寺
院
三
か
寺
宛
）。

　

お
そ
ら
く
こ
の
通
達
を
受
け
て
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
二
月
八
日
付
け
で

小
四
郎
と
利
七
を
「
村
庄
屋
・
大
庄
屋
よ
り
段
々
申
聞
候
へ
共
、
不
相
用
農
業
ヲ

取
失
ひ
、
御
年
貢
・
諸
公
役
共
致
不
埒
候
付
」
と
い
う
理
由
で
遠
島
に
処
す
る
と

い
う
通
達
が
郡
奉
行
永
田
伊
左
衛
門
よ
り
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
翌
日
九
日
に
は
前

出
の
立
明
寺
村
惣
五
（
惣
五
郎
）
を
は
じ
め
と
す
る
五
人
を
含
む
十
一
人
が
、「
真

宗
仏
道
ニ
立
入
、
農
業
不
懸
心
ニ
付
」「
百
生
一
流
風
俗
之
妨
相
成
不
届
之
至
」
と

い
う
理
由
で
遠
島
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。「
風
俗
之
妨
」
と
は
、「
小
寄
林
と
申
候

而
百
生
之
家
ニ
住
持
を
招
、
大
勢
集
、
説
法
な
と
致
」
す
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。

　

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
処
分
さ
れ
た
真
宗
門
徒
が
増
え
る
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
の

か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。し
か
し
、二
月
下
旬
に
は
こ
の
処
分
の
も
と
に
な
っ
た「
仏

参
等
仕
候
者
ハ
遠
嶋
、
或
ハ
改
宗
」
と
い
う
通
達
も
含
め
て
、
大
庄
屋
利
兵
衛
の

処
分
や
通
達
は
「
了
簡
違
ニ
付
間
違
」
で
あ
る
と
寺
社
奉
行
所
が
判
断
し
て
い
る

よ
う
だ
。
そ
の
こ
と
を
触
頭
三
か
寺
（
万
行
寺
・
徳
栄
寺
・
光
専
寺
）
が
郡
奉
行
永
田

伊
左
衛
門
へ
「
申
渡
」（
二
月
二
十
三
日
付
）
し
て
お
り
、
永
田
は
大
庄
屋
へ
「
間
違
」

で
あ
っ
た
こ
と
を
触
直
す
よ
う
申
し
つ
け
る
こ
と
を
寺
社
奉
行
へ
伝
え
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
四
月
に
な
っ
て
も
触
直
し
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
了
簡
違
い
の
間

違
っ
た
処
分
が
そ
の
ま
ま
実
効
と
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
真
宗
寺
院
に
は

処
分
を
恐
れ
て
参
詣
す
る
も
の
が
激
減
し
た
。
寺
院
も
厳
し
い
状
況
に
立
た
さ
れ

た
の
で
、
御
笠
郡
真
宗
寺
院
は
触
頭
三
か
寺
へ
触
直
し
が
出
さ
れ
る
よ
う
働
き
か

け
て
ほ
し
い
と
願
い
出
て
い
る
。

　



一
七

　
　

処
分
の
背
景

　

享
保
の
飢
饉
以
後
逼
迫
し
た
藩
の
財
政
を
立
て
直
す
た
め
に
様
々
な
改
革
が
お

こ
な
わ
れ
た
が
、
宝
暦
十
二
年
十
月
に
は
、
郡
奉
行
が
直
接
農
村
の
支
配
に
あ
た

る
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
大
庄
屋
・
庄
屋
を
中
心
と
す
る
村
役
人
を
支
配

機
構
の
末
端
に
組
み
込
ん
で
い
き
、
農
村
の
支
配
に
あ
た
ら
せ
た
。
そ
の
た
め
大

庄
屋
を
は
じ
め
と
す
る
村
役
人
の
農
村
内
部
に
お
け
る
政
治
的
、
経
済
的
な
力
は

一
層
強
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

宝
暦
十
二
年
十
二
月
の
「
御
政
道
筋
不
埒
」
を
理
由
と
す
る
真
宗
門
徒
農
民
の

遠
島
刑
処
分
は
、
ま
さ
に
農
村
支
配
機
構
の
新
し
い
改
革
の
ス
タ
ー
ト
時
点
で
お

こ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

処
分
経
緯
の
中
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
大
庄
屋
利
兵
衛
が
小
四
郎
、
利
七
を
罪

に
落
と
し
入
れ
る
画
策
を
し
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
実
際
、
御
笠
郡

山
田
村
慶
伝
寺
（
真
宗
・
大
野
城
市
山
田
）
の
記
録
に
、
宝
暦
十
二
年
「
十
一
月

十
九
日
カ
、
上
古
賀
大
庄
屋
利
兵
衛
、
萩
原
小
四
郎
・
山
口
利
七
等
、
法
難
ノ
邪

見
ニ
付
テ
、
郡
奉
行
永
田
伊
左
衛
門
ヘ
両
人
事
種
々
ニ
申
入
謀
計
之
企
事
在
之
」

と
あ
り
、
真
宗
側
に
と
っ
て
は
大
庄
屋
に
よ
る
謀
計
で
あ
り
、
処
罰
は
法
難
で
あ

る
と
受
け
取
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

大
庄
屋
利
兵
衛
は
新
し
い
改
革
の
な
か
で
、
少
し
で
も
年
貢
の
増
徴
が
は
か
れ

る
よ
う
に
、
農
民
が
農
業
に
精
励
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た

そ
の
こ
と
で
自
分
が
手
柄
を
立
て
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
働
い
た
の
だ
と
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
郡
奉
行
や
藩
も
真
宗
門
徒
を
攻
撃
す
る
政
策
に
賛
同
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
真
宗
が
権
力
に
よ
り
目
の
敵
に
さ
れ
て
い
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う

か
。

　

福
岡
藩
に
お
い
て
真
宗
の
寺
院
数
は
全
仏
教
寺
院
数
の
約
四
割
強
を
占
め
る
。

と
い
う
こ
と
は
藩
の
人
口
の
う
ち
半
数
以
上
は
真
宗
門
徒
で
あ
る
と
み
て
よ
い
だ

ろ
う
。
そ
の
中
で
も
御
笠
郡
は
真
宗
の
寺
院
数
も
多
く
（
仏
教
寺
院
二
十
四
か
寺
中
真

宗
寺
院
十
八
か
寺
）、
門
徒
農
民
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

宝
暦
十
年
に
は
西
本
願
寺
の
阿
弥
陀
堂
が
落
成
し
て
い
る
が
、
こ
の
建
築
費
は

門
徒
か
ら
の
懇
志
で
あ
る
（
寺
ご
と
に
十
両
を
要
請
し
て
い
る
・『
本
願
寺
史
』
第
二
巻
）。

ま
た
同
十
一
年
に
は
開
祖
親
鸞
の
五
百
回
遠
忌
法
要
が
勤
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

の
法
要
も
門
徒
の
懇
志
に
よ
っ
て
勤
め
ら
れ
て
い
る
（
六
百
回
忌
の
場
合
筑
前
国
の
懇

志
請
高
は
二
千
五
百
両
で
あ
っ
た
・『
本
願
寺
史
』
第
二
巻
）。
こ
の
二
つ
の
事
例
で
も
推

測
で
き
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
筑
前
の
門
徒
も
か
な
り
の
懇
志
額
を
負
担
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
福
岡
藩
で
は
享
保
の
飢
饉
以
来
財
政
を
立
て
直
す
た
め
に
懸
命
に
改
革

を
重
ね
て
来
て
お
り
、
宝
暦
年
間
に
は
倹
約
令
が
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
で

あ
っ
た
。
そ
ん
な
時
期
に
真
宗
門
徒
は
組
織
だ
っ
て
本
山
の
た
め
に
多
額
の
懇
志

を
出
し
て
い
た
。
こ
の
様
子
を
み
た
為
政
者
側
と
し
て
は
お
も
し
ろ
い
は
ず
は
な

い
。

　

よ
っ
て
真
宗
門
徒
を
見
せ
し
め
に
遠
島
処
分
に
し
て
、
農
民
へ
の
引
き
締
め
を

強
化
し
藩
財
政
建
て
直
し
を
図
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

＊
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一
八

　
　

最
後
に

　

宝
暦
十
二
年
の
小
四
郎
、
利
七
に
対
す
る
処
分
に
つ
い
て
、
い
ま
ま
で
「
願
書

口
上
書
覚
」
を
も
と
に
見
て
き
た
が
、
大
庄
屋
利
兵
衛
が
画
策
し
、「
仏
法
に
立

入
」「
百
生
之
本
意
ヲ
失
、
耕
作
筋
御
年
貢
公
役
等
麁
抹
致
」
と
い
う
実
態
が
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
強
引
に
遠
島
処
分
に
仕
立
て
上
げ
て
い
っ
た
様
子
を
窺
う
こ

と
が
で
き
た
。

　

ま
た
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て
は
そ
の
時
点
で
の
こ
と
で
終
わ
ら
ず
に
、
後
々
ま

で
語
り
継
が
れ
、
藩
権
力
に
よ
る
農
民
支
配
の
道
具
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
を
付

け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

次
の
史
料
は
「
真
宗
示
御
触
状
写
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

 

近
年
於
郡
々
真
宗
を
崇
、
不
相
応
之
米
銭
を
費
候
類
有
之
由
相
達
候
、
右
之
次

第
致
増
長
候
得
者
農
業
ニ
疎
ク
相
成
、
自
業
を
致
忘
却
候
様
ニ
可
相
成
候
条
急

度
示
可
申
上
候
、
御
当
職
被
仰
聞
、
別
紙
御
書
附
被
相
渡
候
、
向
後
寺
々
ヨ
リ

も
手
段
ヲ
以
色
々
相
進
候
筋
も
可
有
之
候
ニ
付
、
同
様
ニ
町
奉
行
も
相
示
有
之

事
ニ
候
、
以
後
右
躰
不
宜
不
埒
之
次
第
ニ
候
得
者
、
重
ク
曲
事
可
申
付
候
、
尤

宝
暦
十
三
年
御
笠
郡
山
口
・
萩
原
之
者
共
御
咎
之
書
附
并
此
節
寺
社
奉
行
ヨ
リ

之
触
状
共
ニ
写
心
得
指
廻
し
、
人
別
委
細
申
聞
セ
相
示
可
申
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郡
奉
行

津
田
源
次
郎　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

十
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
六
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
次
衛
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
九
郎
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甚
吉
殿

　
　
　

明
和
九
年
辰
十
一
月
御
当
職
御
渡
被
成
候
御
書
附
之
写

　

 

近
年
於
郡
々
真
宗
を
崇
百
姓
共
不
相
応
之
為
躰
有
之
段
相
達
不
埒
之
事
ニ
候
、

畢
竟
百
姓
心
得
違
之
儀
ニ
ハ
候
得
共
、
寺
々
ヨ
リ
色
々
相
進
筋
も
可
有
之
由
旁

不
宜
次
第
ニ
付
、
両
役
申
談
不
埒
之
筋
無
之
様
ニ
急
度
相
示
可
申
事

　
　
　
　
　
　
　

辰
十
一
月

　　

明
和
九
（
一
七
七
二
）
年
に
お
い
て
「
御
当
職
」（
藩
政
の
責
任
者
）
か
ら
こ
の

よ
う
な
通
達
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
何
を
示
し
て
い
る
の
か
。

　

興
味
深
い
事
実
が
『
筑
紫
野
市
史
』
下
巻
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
明
和
三

（
一
七
六
六
）
年
正
月
に
、
那
珂
・
席
田
・
夜
須
・
御
笠
四
郡
の
大
庄
屋
六
名
が

郡
奉
行
永
田
伊
左
衛
門
役
所
に
呼
び
出
さ
れ
て
表
彰
を
受
け
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
理
由
は
昨
年
の
凶
作
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
返
免
の
村
を
出
さ
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
っ
た
。
六
人
の
大
庄
屋
の
一
人
は
も
ち
ろ
ん
利
兵
衛
で
あ
る
。

　

御
笠
郡
で
の
真
宗
門
徒
を
遠
島
処
分
に
し
て
年
貢
徴
収
の
実
績
を
あ
げ
て
い
っ

た
手
法
が
、
藩
政
に
お
い
て
も
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

今
後
福
岡
藩
の
農
民
支
配
に
お
け
る
真
宗
門
徒
に
対
す
る
政
策
の
実
態
が
様
々

＊
４

＊
５



一
九

な
史
料
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

＊
１　

 

柴
田
一
「
幕
藩
制
中
・
後
期
農
村
支
配
機
構
に
関
す
る
一
考
察
」（『
福
岡
県
史
』

近
世
研
究
編
・
福
岡
藩
一
）
昭
和
五
十
八
年
・
１
３
８
頁

＊
２　

 『
本
願
寺
史
』
第
二
巻
・
本
願
寺
史
料
研
究
所
編
集
・
昭
和
四
十
三
年
・
１
４
１

頁

＊
３　
『
本
願
寺
史
』
第
二
巻
・
７
４
８
頁

＊
４　

福
岡
県
立
図
書
館
複
写
史
料　

横
田
文
書
一
二

＊
５　
『
筑
紫
野
市
史
』
平
成
十
一
年
・
１
４
１
頁

　
　
　
　
　
　

宝
暦
十
三
年

　
　
　
　
　

指
上
申
願
書
口
上
書
覚　

写

　
　
　
　
　
　

未
ノ
六
月
十
四
日

　
　
　

願
書
指
上
候
次
第
之
覚

一
願
書
壱
通　
　

外
ニ
口
書
二
通　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

願
応
寺

　
　
　

右
ハ
正
月
十
二
日
ニ
上
ル　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栄
法
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
七

一
同
寺
大
庄
屋
掛
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

願
応
寺

　

口
上
書
壱
通
并
坊
主
成
之
証
拠
壱
通

　
　
　

右
ハ
正
月
十
四
日
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郡
内

一
願
書
壱
通
并
三
ケ
寺
添
願
一
通　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
派
中

　
　
　

右
ハ
二
月
二
日
上

一
三
ヶ
寺
よ
り
申
渡
シ
ノ
書
付
一
紙

　

並
御
郡
よ
り
之
御
状
ノ
写
一
紙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郡
内



二
〇

一
触
直
シ
再
願
壱
通　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
派
中

　
　
　

右
ハ
四
月
六
日
上

一
御
触
状
三
通
並
御
状
壱
通

一
願
書
一
冊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
派
中

　
　
　

右
ハ
此
節
奉
願
上
候

一
利
七
事
受
合
書
物
壱
通　
　

右
ハ
利
七
一
家
中
よ
り

　

五
月
廿
九
日
ニ
入
ル　
　

右
ハ
横
折
ニ
書
調
上
ル

　
　
　

口
上
書

一 

今
度
萩
原
村
西
蓮
寺
旦
那
同
村
小
四
郎
、
山
口
村
利
七
、
仏
法
ニ
立
入
、
家
業

ヲ
取
失
ヒ
年
貢
御
公
役
等
麁
抹
ニ
仕
、
田
畠
等
売
払
、
又
ハ
子
共
奉
公
仕
ら
せ
、

御
政
道
筋
不
埒
仕
候
儀
、
畢
境
拙
寺
共
勧
方
不
宜
ニ
付
、
右
躰
之
儀
有
之
候
由
、

御
吟
味
被
仰
付
承
知
仕
候
、
拙
僧
儀
兼
而
御
本
山
よ
り
被
仰
付
置
候
御
掟
ヲ
相

背
教
化
仕
候
儀
決
而
無
之
候
、
猶
又
右
両
人
之
者
万
一
心
得
違
之
儀
も
可
有
御

座
乎
と
奉
存
候
ニ
付
、
早
速
吟
味
仕
候
処
、
曽
而
心
得
違
之
儀
無
之
趣
承
知
仕

候
、
依
之
其
趣
委
細
書
付
ヲ
以
申
上
候
、
御
聞
通
可
被
下
候

一 

山
口
村
利
七
事
御
上
納
之
儀
被
仰
付
候
通
ニ
十
一
月
廿
日
頃
皆
済
仕
候
由
申

す
、
御
公
役
間
違
相
成
候
儀
、
旦
那
寺
無
住
ニ
付
、
開
山
忌
相
勤
申
候
儀
難
相

成
、
無
拠
趣
ニ
付
客
僧
雇
候
た
め
遠
方
へ
罷
越
候
留
主
之
節
、
折
ふ
し
御
公
役

申
来
候
故
、
無
拠
脇
方
へ
頼
替
申
候
趣
ニ
御
座
候

一 

萩
原
村
小
四
郎
事
、
別
而
不
女
意
者
ニ
御
座
候
而
田
地
等
も
持
不
申
者
ニ
御
座

候
、
尤
以
前
ハ
相
応
之
身
躰
ニ
御
座
候
得
と
も
、
親
共
十
五
六
年
之
間
病
身
ニ

罷
成
、
尚
又
女
房
も
五
ケ
年
病
身
ニ
相
成
、
無
程
死
去
仕
候
、
就
夫
出
生
も
数

ケ
年
相
痛
、
旁
物
入
等
も
多
御
座
候
而
、
次
第
ニ
貧
究
仕
、
無
拠
田
地
等
も
売

払
申
候
儀
ニ
御
座
候
、
全
家
業
を
麁
抹
ニ
仕
候
ニ
ハ
無
御
座
候
へ
共
、
右
之
趣

ニ
故
無
是
非
仕
合
ニ
御
座
候
由
申
候
、
右
之
趣
ニ
御
座
候
へ
は
、
曽
而
仏
法
ニ

立
入
御
上
ヲ
麁
抹
仕
候
儀
無
御
座
候
趣
ニ
相
聞
申
候
、
猶
法
儀
ニ
付
左
様
之
心

得
違
無
之
由
委
細
承
届
候
、
拙
僧
共
勧
方
不
宜
ニ
付
、
左
様
之
儀
出
来
仕
趣
御

吟
味
被
下
候
段
、
甚
迷
惑
之
至
ニ
奉
存
候
、
御
本
山
御
掟
相
背
教
化
仕
候
儀
曽

而
無
御
座
候
条
、
重
畳
此
段
御
聞
通
被
遊
可
被
下
候
、
已
上

　
　

宝
暦
十
三
年
正
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

願
応
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

触
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栄
法
寺

　
　
　
　

徳
栄
寺

　
　
　
　

万
行
寺

　
　
　
　

光
専
寺

　
　
　

口
上
書
之
事

一 
今
度
私
ニ
被
仰
付
候
御
公
儀
不
勤
之
儀
承
候
へ
共
、
御
忌
御
客
僧
雇
と
し
て
脇

方
へ
参
り
、
留
主
ニ
而
御
公
役
申
来
候
故
、
女
共
脇
へ
頼
替
申
候
、
此
儀
ハ
百

性
中
相
互
之
儀
ニ
御
座
候
へ
共
、
折
ふ
し
居
合
不
申
分
之
儀
ニ
御
座
候



二
一

一 
御
上
納
不
埒
之
儀
被
仰
付
候
へ
共
、
御
公
儀
様
よ
り
稠
敷
被
仰
付
候
事
と
承
候

へ
者
、
随
分
無
油
断
御
日
切
之
通
十
一
月
廿
日
頃
ニ
皆
済
仕
候

一 

親
不
孝
之
儀
被
仰
付
候
、
扨
々
迷
惑
ニ
奉
存
候
、
誠
ニ
賤
敷
候
へ
共
近
所
者
も

被
存
候
通
り
致
不
孝
申
た
る
覚
曾
而
無
御
座
候
、
然
所
御
頼
寺
之
御
勧
化
筋
ニ

而
御
法
度
も
相
背
申
候
様
ニ
相
聞
候
、
扨
々
無
勿
躰
趣
ニ
候
、
折
々
寸
隙
之
節

ニ
寺
ニ
参
り
、
御
勧
化
承
候
処
随
分
御
公
儀
様
よ
り
被
為
仰
出
候
儀
、
念
ヲ
入

御
公
役
・
諸
上
納
、
且
又
仁
義
等
も
無
麁
略
候
様
ニ
平
生
相
持
テ
、
無
油
断
家

業
第
一
ニ
相
働
可
申
候
よ
し
承
候
処
無
相
違
候
、
仍
而
書
物
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
七

　
　
　

宝
暦
十
二
年
十
二
月

　
　
　
　
　

願
応
寺
様

　
　
　
　
　

栄
法
寺
様

　
　
　
　

口
上
書
之
事

　

 

今
度
私
ニ
被
仰
付
候
不
女
意
之
儀
、
親
共
十
六
年
之
間
病
気
ニ
付
身
躰
不
相
応

之
物
入
多
御
座
候
、
尚
又
女
共
産
後
五
年
間
病
身
ニ
罷
成
相
果
申
候
、
就
夫
出

生
数
年
痛
ミ
借
銀
等
出
来
仕
候
故
、
田
地
等
も
売
払
申
候
故
貧
ク
罷
成
申
候
、

然
所
御
頼
寺
之
御
勧
化
筋
ニ
而
御
法
度
も
相
背
候
様
ニ
相
聞
、
扨
々
無
勿
躰
趣

ニ
奉
存
候
、
折
々
寸
暇
之
節
参
寺
仕
候
、
御
勧
化
承
候
所
随
分
御
公
儀
様
よ
り

被
為
仰
出
候
儀
、
念
ヲ
入
御
公
役
諸
上
納
仁
義
等
も
無
疎
略
候
様
ニ
相
働
可
申

候
由
承
候
所
相
違
無
御
座
候
、
仍
而
書
物
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

萩
原
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
四
郎

　
　
　

宝
暦
十
二
年
十
二
月

　
　
　
　
　
　

願
応
寺
様

　
　
　
　
　
　

栄
法
寺
様

　
　
　
　

口
上
書

一 

去
ル
十
二
月
廿
一
日
、
大
庄
屋
方
よ
り
拙
寺
へ
参
申
候
様
ニ
申
来
候
間
、
早
々

参
申
候
処
ニ
、
大
庄
屋
被
申
候
ハ
、
私
共
此
間
御
館
御
弓
ノ
間
ニ
被
召
出
、
御

当
職
御
直
ニ
御
褒
美
被
仰
下
候
、
其
節
被
仰
候
ハ
、
萩
原
村
小
四
郎
儀
親
ノ
代

ニ
ハ
相
応
ノ
田
地
等
所
持
之
所
□（
虫
）

同
人
仏
法
ニ
立
入
候
ニ
付
不
女
意
ニ
相
成

申
候
、山
口
村
利
七
儀
も
後
生
ヲ
願
、百
生
之
本
意
ヲ
失
ヒ
、或
ハ
親
ヘ
不
孝
仕
、

又
ハ
御
上
納
御
公
役
麁
抹
仕
候
、
依
之
右
両
人
旦
那
寺
ヘ
引
渡
、
弟
子
ニ
致
候

様
ニ
と
の
御
意
ニ
御
座
候
間
、右
人
柄
拙
寺
ヘ
請
取
弟
子
ニ
仕
候
様
ニ
被
申
候
、

拙
僧
儀
指
当
リ
返
答
仕
様
無
御
座
候
、
先
罷
リ
帰
リ
工
夫
ヲ
も
致
可
申
旨
申
置

其
日
ハ
引
取
申
候
、
此
儀
甚
難
治
之
儀
ニ
御
座
候
故
、
翌
廿
二
日
之
夜
触
次
栄

法
寺
ヘ
罷
越
候
而
右
之
次
第
委
細
申
達
候
処
、
同
寺
被
申
候
ハ
御
当
職
よ
り
被

仰
出
候
御
事
ニ
而
有
之
候
ハ
ゝ
、
定
而
寺
社
御
奉
行
衆
よ
り
触
頭
衆
へ
被
申
付

も
可
有
之
也
、
大
庄
屋
よ
り
一
応
申
候
趣
ニ
而
ハ
難
得
其
意
候
間
、
早
々
大
庄

屋
本
ヘ
参
り
申
候
而
、
弥
御
当
職
よ
り
被
仰
付
候
儀
ニ
て
有
之
候
ハ
ゝ
、
其
通

リ
書
付
ヲ
申
請
候
様
ニ
同
寺
被
申
候
間
、
早
速
罷
越
右
書
付
之
儀
相
望
候
処
、



二
二

◎
其
節
同
人
申
候
ハ
永
田
伊
左
衛
門
殿
よ
り
被
仰
付
候
儀
ニ
而
御
当
職
よ
り
被

仰
付
候
儀
ニ
而
ハ
無
御
座
候
、
御
聞
違
ニ
而
御
座
候
間
、
左
様
ニ
可
存
旨
申
候

間
、
其
儀
者
其
分
ニ
仕
置
候
而
、
又
々
拙
僧
申
候
ハ
、
其
儀
ニ
而
御
座
候
ハ
ゝ

伊
左
衛
門
殿
よ
り
被
仰
付
候
と
申
書
付
ニ
而
も
遣
候
様
ニ
と
申
達
候
所
、
明
日

御
郡
役
所
ヘ
懸
合
申
候
而
、
右
書
付
可
遣
旨
申
候
、
翌
廿
三
日
栄
法
寺
ヘ
大
庄

屋
よ
り
書
状
遣
被
申
候
処
、
拙
僧
聞
違
之
趣
申
断
ニ
文
章
ニ
而
御
座
候
、
同
廿

四
日
之
夕
大
庄
屋
よ
り
両
人
引
渡
之
證
拠
調
遣
被
申
候
、
右
證
拠
旧
冬
指
上
申

候
処
、
文
義
甚
宗
門
ニ
相
障
リ
申
ニ
付
、
先
人
柄
受
込
申
間
敷
由
被
仰
付
候
間
、

其
段
大
庄
ヤ
方
ヘ
■
早
々
掛
合
置
申
候

一 

拙
僧
共
勧
方
不
宜
ニ
付
両
人
之
者
心
得
違
仕
、
御
公
儀
麁
略
仕
候
由
御
郡
よ
り

御
掛
合
有
之
候
故
、
御
吟
味
被
仰
付
候
様
承
知
仕
候
、
拙
僧
共
兼
々
旦
那
中
教

化
仕
候
ハ
、
御
本
山
御
掟
之
趣
よ
り
外
他
事
無
御
座
候
、
猶
又
旦
那
中
大
か
い

見
及
候
所
、
左
様
ノ
心
得
違
申
候
者
も
無
御
座
奉
存
候
へ
と
も
、
在
家
之
儀
ニ

候
へ
ハ
、
万
一
ノ
儀
も
可
有
御
座
候
と
奉
存
候
ニ
付
、
両
人
之
者
共
吟
味
仕
候

処
、
曾
而
左
様
ノ
心
得
違
無
之
趣
相
聞
申
候
、
依
之
両
人
之
口
上
書
指
上
申
候

間
、
御
覧
可
被
下
候
、
猶
大
庄
屋
よ
り
両
人
へ
申
渡
候
趣
承
申
分
荒
々
書
付
申

上
候

一 

大
庄
屋
よ
り
利
七
へ
申
渡
候
ハ
、
同
人
儀
御
上
納
不
埒
仕
、
又
ハ
御
公
役
麁
抹

仕
、
其
上
親
ニ
不
孝
致
、
旁
百
生
ノ
本
意
ヲ
失
、
耕
作
麁
略
仕
、
参
寺
斗
致
候

ニ
付
、
旦
那
寺
へ
相
渡
候
間
、
坊
主
ニ
相
成
候
申
候
様
ニ
と
の
儀
ニ
御
座
候
、

同
人
儀
平
生
不
孝
之
沙
汰
承
不
申
候
、
同
人
儀
も
左
様
悪
行
其
覚
無
之
処
、
此

節
罪
名
ヲ
蒙
リ
候
段
甚
ゐ
ん
キ
ノ
仕
合
ニ
奉
存
候
趣
ニ
御
座
候
、
尤
去
八
月
ノ

比
御
内
検
見
之
節
、
毎
々
村
へ
罷
出
居
申
候
処
、
留
主
ノ
間
薪
等
不
自
油マ
マ

之
折

節
わ
ら
抔
た
キ
申
候
事
も
御
座
候
由
、
然
と
も
其
節
ハ
百
生
中
隙
な
し
仕
候
時

分
故
致
方
無
御
座
候
ニ
而
、
右
之
仕
合
と
相
聞
申
候
、
御
年
貢
御
上
納
之
儀
ハ

同
人
書
付
候
通
ニ
御
座
候
、
御
公
役
間
違
之
儀
も
同
人
書
付
相
違
之
儀
無
御
座

趣
ニ
相
聞
申
候

一 

大
庄
屋
よ
り
小
四
郎
へ
申
渡
候
、
其
方
事
親
共
代
ハ
勝
手
宜
敷
、
田
地
等
所
持

仕
候
所
、
後
生
ヲ
願
候
ニ
付
百
生
本
意
ヲ
失
ヒ
、
子
共
お
も
奉
公
ニ
召
置
候
儀

不
了
簡
ノ
至
候
、
畢
竟
仏
法
ニ
致
帰
依
候
ニ
付
、
右
躰
之
不
埒
仕
間
、
旦
那
寺

へ
引
渡
、
貧
度
坊
主
ニ
相
成
候
様
と
の
事
ニ
御
座
候
、
仏
法
帰
依
ニ
付
右
之
通

リ
相
成
申
候
儀
ニ
而
者
無
御
座
候
、
猶
田
地
以
旦
那
寺
へ
助
成
仕
候
儀
無
之
、

自
分
ノ
不
幸
ニ
候
ヘ
ハ
致
様
無
之
趣
ニ
相
聞
へ
申
候
、
畢
竟
貧
福
之
儀
ハ
凡
慮

之
不
及
所
ニ
御
座
候
乎
、
一
向
仏
法
ニ
疎
遠
成
者
随
分
貧
究
仕
リ
、
仏
法
帰
依

之
者
ニ
も
家
富
栄
候
、
と
も
か
く
も
其
類
数
多
御
座
候
ヘ
ハ
、
大
庄
屋
申
付
候

儀
不
真
之
至
ニ
被
存
候

一 

大
庄
屋
よ
り
立
明
寺
村
惣
五
・
善
助
、
湯
町
彦
次
、
塔
原
村
作
蔵
、
古
賀
村
惣

兵
衛
等
同
座
ヘ
呼
出
申
候
而
申
付
候
ハ
ゝ
、
外
ニ
用
事
無
之
、
此
已
後
両
人
抔

之
様
ニ
脇
方
ヲ
誘
ヒ
申
候
而
参
寺
仕
者
ハ
急
度
遠
嶋
可
申
付
候
間
、
其
時
ニ
至

リ
大
庄
屋
恨
申
間
敷
由
申
付
候
、
畢
竟
無
縁
寺
ハ
旦
那
よ
り
助
成
無
之
候
而
者

相
立
不
申
候
処
、
一
向
仏
参
指
留
申
候
而
ハ
指
当
リ
迷
惑
之
至
ニ
奉
存
候
、
殊

ニ
教
化
不
埒
儀
ニ
付
右
之
趣
ニ
御
座
候
而
ハ
拙
僧
共
、甚
難
儀
至
程
ニ
奉
存
候
、

勿
論
家
業
を
取
止
メ
法
ヲ
信
シ
候
様
ニ
ハ
教
化
可
仕
様
無
御
座
候
、
又
旦
那
之

者
左
様
ニ
心
得
違
仕
候
儀
折
々
ニ
も
参
詣
仕
候
者
ニ
ハ
見
及
不
申
候
、
乍
然
数

多
旦
那
人
数
ニ
御
座
候
間
、
其
中
ニ
ハ
了
簡
違
之
者
も
有
之
哉
由
、
其
儀
ハ
委

ク
存
不
申
候
、
大
か
い
拙
僧
共
吟
味
仕
分
書
上
申
候



二
三

一 
正
月
三
日
小
四
郎
、
利
七
両
人
、
其
村
斗
蔵
ニ
押
籠
置
申
候
而
、
昼
夜
両
人
宛

番
致
さ
せ
候
由
承
申
候
、
ケ
様
之
趣
も
仏
法
ニ
立
入
申
候
故
と
有
之
候
而
者
指

当
拙
僧
共
迷
惑
之
至
ニ
奉
存
候
間
、
此
儀
も
承
申
候
赴
書
上
申
候
、　

已
上

　
　
　

正
月
十
三
日　

右
ハ
横
折
ニ
書
上
ル

　
　
　

證
拠　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
村
百
生　

利
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

萩
原
村
百
生　

小
四
郎

　

 

右
之
者
共
後
生
相
願
、
百
生
之
本
意
ヲ
失
、
耕
作
筋
御
年
貢
公
役
等
麁
抹
致
、

御
郡
中
風
俗
之
妨
相
成
候
付
、
右
之
人
柄
御
寺
へ
進
申
候
、
御
勝
手
次
第
、
御

弟
子
ニ
可
被
成
候
、
仍
證
文
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
古
賀
村
大
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
兵
衛　

判

　
　
　

宝
暦
十
二
年
午
ノ
十
二
月

　
　
　
　
　

西
蓮
寺

　
　

御
願
申
上
ル
口
上
之
覚

一 

御
笠
郡
萩
原
村
小
四
郎
・
山
口
村
利
七
儀
、
仏
法
ニ
立
入
候
故
、
御
政
道
筋
麁

略
仕
候
ニ
付
、
旦
那
寺
へ
御
引
渡
被
成
候
由
、
御
郡
よ
り
御
懸
合
有
之
、
其
段

之
仰
渡
承
知
仕
候
、
此
儀
甚
宗
門
ニ
相
障
申
候
、
願
応
寺
呼
出
シ
遂
吟
味
候
処
、

同
寺
儀
勿
論
本
山
掟
之
外
、
決
而
非
儀
非
道
之
教
化
筋
仕
候
儀
無
御
座
候
、
猶

又
触
次
並
惣
法
中
詮
議
仕
候
所
、
右
同
前
ニ
御
座
候
、
小
四
郎
・
利
七
其
外
平

日
参
寺
仕
候
旦
那
之
者
、
曾
而
左
様
之
了
簡
違
無
之
趣
委
細
書
付
此
間
指
上
申

候
所
、
大
庄
屋
了
簡
違
ニ
て
間
違
ニ
相
成
候
由
、
両
人
之
者
弟
子
ニ
仕
間
敷
由

被
仰
付
承
知
仕
候
、
然
所
同
郡
法
中
よ
り
願
出
候
は
、
利
七
・
小
四
郎
へ
大
庄

屋
間
違
之
儀
急
度
申
渡
、
又
ハ
相
触
候
趣
、　

此
已
後
一
向
仏
参
仕
候
者
遠
嶋
、

或
ハ
改
宗
可
申
付
旨
ニ
候
、
依
之
村
中
之
者
以
ノ
外
恐
入
申
候
而
、
旦
那
寺
出

入
之
儀
も
遠
慮
仕
候
趣
ニ
相
聞
候
、
左
候
ヘ
ハ
畢
竟
無
縁
地
、
迷
惑
ニ
至
奉
存

候
、
猶
又
法
儀
ニ
も
相
障
可
申
由
願
出
申
候
、
此
儀
尤
ニ
相
聞
候
而
、
則
右
願

書
相
添
指
上
申
候
、
右
之
趣
ニ
御
座
候
ヘ
ハ
大
庄
屋
了
簡
違
之
儀
も
世
間
へ
相

知
不
申
、
一
向
相
分
り
不
申
候
間
、
近
比
恐
多
御
願
ニ
御
座
候
へ
共
、
何
と
そ

大
庄
屋
よ
り
右
触
置
候
村
之
庄
屋
中
へ
触
直
申
候
而
、
以
前
之
通
仏
参
妨
ニ
相

成
不
申
候
様
ニ
重
畳
奉
願
候
、
且
又
一
郡
左
様
ノ
間
違
之
趣
ニ
御
座
候
而
ハ
惣

御
郡
ニ
相
聞
、
本
山
寺
法
ニ
非
儀
非
道
も
有
之
由
、
了
簡
違
仕
候
者
も
可
有
之

奉
存
候
、
左
様
ニ
御
座
候
而
ハ
又
々
騒
動
可
仕
と
奉
存
候
へ
ハ
、
幾
重
ニ
も
此

段
御
聞
通
被
遊
被
下
、
拙
寺
共
願
通
り
被
仰
付
可
被
下
候
、
偏
ニ
奉
願
候
、
以

上

　
　
　

宝
暦
十
三
年
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

万
行
寺　

正
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

光
専
寺　

普
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳
栄
寺　

義
玄

　
　
　
　

森　

源
太
夫
殿

　
　
　
　

時
枝
長
太
夫
殿



二
四

　
　
　

御
願
申
上
ル
口
上
之
覚

一 
去
十
二
月
廿
一
日
萩
原
村
小
四
郎
・
山
口
村
利
七
、
右
両
人
大
庄
屋
利
兵
衛
方

呼
付
、
法
儀
ニ
付
御
公
役
・
御
年
貢
並
農
事
等
麁
略
仕
候
由
ニ
て
、
旦
那
寺
西

蓮
寺
へ
引
渡
候
様
ニ
御
上
よ
り
被
仰
付
候
段
、
同
寺
掛
持
願
応
寺
へ
大
庄
ヤ
よ

り
掛
合
申
候
、
此
儀
去
冬
已
来
各
様
よ
り
御
吟
味
被
仰
付
候
ニ
付
、
委
細
以
書

付
申
出
候
処
ニ
、
右
之
儀
大
庄
屋
了
簡
違
ニ
付
間
違
ニ
相
成
候
故
、
利
七
・
小

四
郎
儀
弟
子
ニ
仕
間
敷
候
由
被
仰
渡
候
趣
承
知
仕
候
、
就
夫
両
人
へ
大
庄
屋
右

之
段
申
渡
候
刻
ニ
触
下
庄
屋
中
へ
相
触
申
候
ハ
、已
後
仏
参
等
仕
候
者
ハ
遠
嶋
、

惑
ハ
改
宗
な
ど
可
申
付
旨
申
渡
候
故
、拙
寺
共
旦
那
中
諸
方
ニ
散
在
仕
候
得
ハ
、

ケ
様
ノ
趣
承
伝
、
殊
外
怖
入
申
候
故
、　

只
今
ニ
而
ハ
仏
参
等
も
遠
慮
仕
候
趣

ニ
相
聞
候
、
左
候
ヘ
ハ
教
化
門
も
難
相
立
、
猶
又
已
後
迷
惑
之
趣
ニ
成
行
可
申

哉
、
此
儀
甚
気
毒
之
至
ニ
奉
存
候
、
右
大
庄
屋
触
置
候
村
々
へ
、
同
人
了
簡
違

無
調
法
之
趣
、
此
節
触
直
シ
明
白
ニ
相
分
リ
申
候
様
御
願
請
可
被
下
候
、
左
様

無
之
候
而
ハ
法
儀
ニ
付
兼
而
不
都
合
も
可
有
之
様
ニ
門
徒
ノ
類
了
簡
違
仕
候
而

ハ
、
弥
寺
法
ニ
相
障
リ
可
申
と
奉
存
候
、
御
簡
慮
之
上
此
段
御
聞
通
り
可
被
下

候
、
重
畳
奉
願
候
、　

已
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
笠
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
派
中

　
　

宝
暦
十
三
年
二
月

　
　
　
　

徳
栄
寺

　
　
　
　

万
行
寺

　
　
　
　

光
専
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
笠
郡
武
蔵
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栄
法
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
郡
阿
し
き
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

円
徳
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
郡
山
口
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

願
応
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
法
中

　
　
　
　

申
渡

一 

上
古
賀
村
大
庄
屋
了
簡
違
ニ
付
間
違
之
儀
相
触
候
趣
、
先
達
而
寺
社
御
奉
行
所

よ
り
被
仰
出
候
、
然
処
諸
方
散
在
之
門
徒
故
、
右
間
違
之
趣
世
間
ニ
流
布
無
之

候
而
ハ
門
徒
中
も
了
簡
違
可
有
之
、
尚
又
参
寺
之
者
も
無
之
御
法
儀
甚
気
毒
之

赴
被
願
出
候
間
、
早
速
其
通
り
寺
社
御
役
所
へ
願
出
候
処
、
去
ル
廿
一
日
拙
寺

共
御
用
之
儀
有
之
由
申
来
罷
出
候
処
、
御
奉
行
よ
り
願
書
弐
通
并
御
郡
之
書
状

壱
通
御
渡
有
之
、
猶
御
郡
よ
り
大
庄
屋
へ
触
直
し
之
儀
可
申
付
旨
ニ
候
、
依
之

右
願
書
御
郡
よ
り
之
書
状
之
写
相
渡
候
間
、
各
預
り
門
徒
中
寄
へ
披
露
有
之
了

簡
無
之
様
可
申
談
候
、
定
而
村
々
ヘ
ハ
大
庄
屋
よ
り
触
直
シ
可
申
候
と
存
□（
虫
）、

弥
御
寺
法
御
掟
之
趣
随
分
念
ヲ
入
可
被
相
勤
候
、
尚
又
預
り
之
門
徒
共
へ
も
御

寺
法
御
掟
之
赴
、
了
簡
違
無
之
、
御
本
山
よ
り
被
仰
出
候
通
御
政
道
筋
無
麁
略
、

家
業
堅
相
勤
、決
而
麁
抹
無
之
様
ニ
世
間
之
通
儀
ニ
可
准
旨
万
端
可
被
相
勤
候
、

此
段
重
畳
申
渡
候



二
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

触
頭
三
ケ
寺

　
　
　

未
ノ
二
月
廿
三
日

　
　

別
紙
之
趣
早
々
大
庄
屋
へ
可
申
付
候

　
　

則
願
書
両
通
致
御
返
進
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
田
伊
右
衛
門

　
　
　

二
月
廿
日

　
　

森
源
太
夫
様

○ 

其
方
触
下
ノ
内
、
先
達
而
真
宗
ニ
傾
、
百
性
之
本
意
ヲ
取
失
候
ニ
付
、
右
之
者

共
御
詮
儀
之
上
遠
嶋
被
仰
付
候
所
、　

其
已
後
村
之
百
生
共
一
向
寺
参
を
も
致

不
申
ニ
付
、
寺
々
難
儀
指
及
、
寺
参
等
致
候
様
ニ
有
之
度
段
追
々
願
有
之
候
、

親
先
祖
之
忌
日
ニ
仏
参
斗
い
た
し
候
儀
ニ
候
ハ
不
苦
旨
勝
手
次
第
、
寺
参
致
候

様
ニ
可
申
付
候
、
右
指
免
候
而
ハ
以
前
之
通
り
仏
法
ニ
傾
候
而
も
不
苦
様
ニ
了

簡
違
も
可
致
候
、
此
已
後
以
前
之
通
百
生
之
本
意
ヲ
失
ヒ
宗
旨
ニ
傾
候
儀
於
有

之
ハ
、
急
度
一
道
可
申
付
候
条
了
簡
違
不
致
様
ニ
委
敷
可
申
付
候
、
触
下
村
々

此
書
面
指
廻
、
庄
屋
之
承
届
之
判
願
取
可
指
返
候
、
尤
其
方
奥
書
致
候
而
可
指

廻
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
右
衛
門

　
　
　

四
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
兵
衛
殿

　

 

右
之
通
被
仰
付
候
、
百
生
中
被
召
寄
、
委
敷
可
被
仰
付
候
、
尤
此
触
状
読
聞
せ

口
上
ニ
て
も
能
不
被
仰
聞
候
而
ハ
合
点
不
仕
者
も
可
有
之
候
、
又
ハ
一
向
ニ
寺

参
被
仰
付
候
間
、
仏
ニ
ハ
不
志
候
而
も
被
仰
付
故
、
寺
参
不
致
候
而
ハ
不
叶
事

共
と
相
心
得
候
も
可
有
之
候
条
、
親
先
祖
之
忌
日
ニ
ハ
仏
参
仕
候
儀
勝
手
次
第

ニ
被
仰
付
候
段
、
委
敷
人
別
合
点
仕
候
様
ニ
可
被
仰
付
候
、
追
々
も
申
談
候
様

ニ
御
触
事
人
別
聞
違
不
申
様
ニ
重
畳
可
被
仰
付
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
兵
衛

　
　
　

五
月
朔
日

○ 

御
笠
郡
山
口
村
利
七
、
同
郡
萩
原
村
小
四
郎
、
真
宗
之
仏
道
ニ
立
入
、
百
生
之

根
元
致
亡
却
、
村
庄
屋
・
大
庄
屋
よ
り
段
々
稠
敷
申
聞
候
へ
共
、
不
相
用
農
業

ヲ
取
失
ひ
、
御
年
貢
・
諸
公
役
共
ニ
致
不
埒
候
付
、
両
人
共
ニ
遠
嶋
被
仰
付
候
、

其
外
ニ
も
右
類
有
之
候
へ
共
、
先
頃
究マ

候マ

御
免
被
成
候
、
此
已
後
急
度
相
改
候

様
ニ
御
書
付
被
相
渡
候
而
稠
敷
被
仰
付
候
、
其
方
共
触
々
ニ
も
右
之
類
も
可
有

之
哉
、
此
已
後
急
度
相
改
候
様
ニ
稠
敷
可
申
付
候
、
不
相
改
百
生
之
本
意
ヲ
取

失
ひ
候
も
の
ハ
遠
嶋
被
仰
付
候
旨
可
有
之
候
、
此
段
重
畳
可
申
付
候
、
已
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
右
衛
門

　
　
　

二
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
人
当
ル

　

 

連
々
真
宗
仏
道
ニ
立
入
、
農
業
不
懸
心
ニ
付
、
大
庄
屋
よ
り
追
々
相
示
候
得
共
、

一
円
不
相
改
百
生
一
流
風
俗
之
妨
相
成
不
届
之
至
ニ
候
、
依
之
遠
嶋
申
付
候
事



二
六

　
　
　

御
笠
郡
塔
原
村　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
郡
古
賀
村

　
　
　
　
　
　
　
　

彦
治　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
助

　
　
　
　
　
　
　
　

作
蔵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
七

　
　
　

同
郡
立
明
寺
村

　
　
　
　
　
　
　
　

七
内　

善
助　

惣
五
郎　

又
七　

又
作　

弥
七　

久
五
郎

　

 

連
々
真
宗
仏
道
ニ
立
入
、
農
業
不
心
懸
ケ
有
之
段
不
届
之
至
ニ
候
、
急
度
相
改

耕
作
情
入
候
様
、
大
庄
屋
、
村
庄
屋
共
無
油
断
辛（

宰
）

判
可
仕
候
、
自
然
於
不
相

改
ハ
一
流
風
俗
之
妨
ニ
相
成
候
事
ニ
候
、
品
ニ
よ
り
庄
屋
共
迄
越
度
之
沙
汰
ニ

可
及
事
、
右
之
通
り
被
仰
渡
候
、
一
ケ
村
弐
人
三
人
了
簡
違
之
も
の
有
之
候
、

左
様
ノ
者
共
ハ
於
不
相
改
は
遠
嶋
ヲ
も
可
被
仰
付
候
間
、
重
畳
稠
敷
村
々
共
ニ

可
被
仰
付
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
兵
衛

　
　
　

二
月
九
日

○ 

村
々
真
宗
旦
那
之
者
共
宗
旨
ニ
片
寄
、
百
生
之
本
業
ヲ
取
失
、
耕
作
不
心
懸
、

御
年
貢
・
諸
公
役
迄
致
不
埒
、
其
外
村
庄
屋
、
大
庄
屋
之
才
判
ヲ
も
受
不
申
候

者
ハ
可
申
出
候

一 

小
寄
抔
と
申
候
而
百
生
之
家
ニ
住
持
を
招
、
大
勢
集
、
説
法
な
と
致
申
も
有
之

と
相
聞
候
、
村
々
ニ
而
右
之
類
之
儀
有
之
百
生
、
村
中
之
妨
ニ
相
成
候
事
委
敷

書
付
、
早
々
指
出
候
様
ニ
御
当
職
被
仰
聞
候
、
無
延
引
書
付
可
指
出
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
左
衛
門

　
　
　

二
月
八
日

一 

山
口
村
利
七
、
萩
原
村
小
四
郎
、
真
宗
之
仏
道
ニ
立
入
、
百
生
之
根
元
致
亡
却
、

村
庄
屋
・
大
庄
屋
よ
り
段
々
稠
敷
申
聞
候
得
共
不
相
用
、
農
業
取
失
、
御
年
貢
・

諸
公
役
不
埒
致
候
ニ
付
、
両
人
共
へ
遠
嶋
被
仰
付
候
、
此
已
後
右
類
之
者
有
之

候
ハ
ゝ
、
遠
嶋
被
仰
付
候
、
已
上

　

御
笠
郡
何
村
何
か
し
仕
り
上
ル
書
物
之
事

一 

真
宗
旦
那
之
者
共
之
内
、
宗
旨
え
片
付
、
百
生
之
家
業
取
失
、
耕
作
不
心
懸
、

御
年
貢
・
諸
公
役
等
不
埒
仕
候
哉
、　

百
生
之
家
ニ
僧
ヲ
呼
、
大
勢
集
り
、
説

法
な
と
仕
候
而
村
中
之
妨
ニ
相
成
候
様
成
儀
有
之
候
ハ
ゝ
、
其
次
第
書
上
候
様

ニ
被
為
仰
付
奉
畏
候
、
当
村
中
左
様
之
儀
決
而
無
御
座
候
、
尤
此
已
後
左
様
之

儀
無
御
座
様
ニ
私
共
重
畳
堅
才
判
可
仕
候
、
若
向
後
右
類
申
儀
御
座
候
ハ
ゝ
、

私
共
何
分
之
曲
事
ニ
も
可
被
仰
付
候
、
仍
書
物
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋
・
組
頭
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

判

　
　
　

伊
左
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　

役
所

○ 

唯
今
得
貴
意
候
、
旦
那
寺
へ
相
渡
候
人
柄
、
御
笠
郡
山
口
村
百
生
利
七
、
同
郡

萩
原
村
百
生
小
四
郎
と
申
者
ニ
御
座
候
、
渡
生
ニ
立
入
、
家
業
を
取
失
、
年
貢
・

公
役
等
麁
抹
致
シ
、
田
畠
等
売
払
、
又
ハ
子
共
奉
公
仕
ら
せ
、
耕
作
等
取
失
候

者
ニ
御
座
候
、
萩
原
村
真
宗
西
蓮
寺
旦
那
ニ
御
座
候
、
同
寺
住
持
無
之
、
山
口

村
願
応
寺
掛
持
ニ
付
相
渡
申
候
所
、
触
口
武
蔵
村
栄
法
寺
相
談
有
之
候
所
、
右



二
七

人
柄
相
渡
候
ハ
ゝ
、
大
庄
屋
よ
り
之
證
拠
出
候
様
ニ
申
由
ニ
御
座
候
故
、
御
当

職
へ
相
伺
證
拠
指
出
候
様
ニ
被
仰
付
候
故
、
其
段
今
日
申
付
候
、
證
拠
受
取
候

上
各
様
へ
定
而
触
頭
よ
り
も
申
出
も
可
有
御
座
候
、別
而
仏
法
ニ
立
入
候
も
の
、

右
願
之
侭
ニ
弟
子
ニ
致
候
儀
、
別
而
難
儀
ニ
候
ハ
ゝ
、
此
已
後
本
意
ヲ
取
失
す
、

覚
悟
急
度
相
改
、
耕
作
筋
出
情
候
様
ニ
住
持
よ
り
申
聞
、
相
改
候
而
理
り
、
拙

者
迄
相
願
候
ハ
ゝ
、
元
之
ノマ

マ

通
り
申
付
□
可
有
之
候
、
偏
す
ゝ
め
不
宜
ニ
付
、

右
之
通
り
儀
も
致
出
来
候
、
向
後
右
類
之
儀
毎
々
有
之
候
ハ
ゝ
、
上
よ
り
宗
旨

改
も
被
仰
付
候
様
ニ
可
相
成
候
段
、
彼
是
坊
主
へ
被
仰
付
可
被
下
候
、
此
段
為

可
申
述
、
如
此
ニ
御
座
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
田
伊
左
衛
門

　
　
　

十
二
月
廿
三
日

　
　
　
　

森
源
太
夫
様　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
四
通
ハ
半
切
紙
ニ
而
上
ル

　
　
　

御
願
申
上
ル
口
上
之
覚

一 

先
月
廿
四
日
於
徳
栄
寺
御
呼
出
被
遊
、
寺
社
御
役
所
よ
り
被
仰
出
候
趣
、
具
ニ

被
仰
聞
、委
細
之
御
書
付
近
日
大
庄
屋
よ
り
触
直
シ
可
被
致
旨
得
其
意
申
上
候
、

仍
而
門
徒
中
へ
申
聞
せ
、
仏
参
・
聞
法
已
前
之
通
り
少
も
無
異
変
之
由
時
々
噂

仕
候
、
然
ニ
追
付
廿
日
ニ
も
罷
成
候
得
共
、
村
々
ニ
触
直
シ
無
御
座
候
、
延
引

及
候
故
諸
人
う
た
か
わ
し
く
存
、
法
中
之
謀
計
と
存
候
哉
、
布
而
■
（
抹
消
）

頃
日
ハ

他
門
之
嘲
り
、
自
門
之
面
々
弥
々
仏
参
怖
入
申
候
、
唯
今
之
通
り
在
家
仏
参
之

怖
申
候
而
ハ
難
儀
千
万
ニ
奉
存
候
、
何
と
そ
一
日
も
早
ク
触
直
シ
被
致
候
様
ニ

被
仰
付
可
被
下
候
、　

重
畳
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
　

四
月
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
笠
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
派
中

　
　
　

三
ケ
寺
ニ
当
ル

一 

今
度
利
七
身
ノ
上
ニ
付
御
上
納
、
親
不
孝
等
不
埒
之
儀
被
仰
付
、
我
々
迄
難
儀

至
極
奉
存
候
、
左
様
ノ
不
儀
決
而
無
御
座
候
事
、
彼
者
口
書
之
通
、
仍
而
御
請

合
書
、
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

立
明
寺
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
七　

判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
家
中

　
　
　

宝
暦
十
二
年
十
二
月
廿
八
日

　
　
　
　

願
応
寺
様

　
　
　
　

栄
法
寺
様

　

（
さ
ぎ
や
ま　

と
も
ひ
で
：
人
間
文
化
研
究
所　

客
員
研
究
員
）


